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●キャラクターの愛称が決まりました

国宝・彦根城築城400年祭のキャラクターの愛

称が　　　　　　　にきまりました。

キャラクターの名前は「広報ひこね」２月15日

号や市ホームページなどで募集し、全国各地から

応募いただいた1、167件（愛称数788点）の中か

ら、実行委員会において選考、決定しました。

問い合わせ先 国宝・彦根城築城400年祭実行委

員会事務局（ 彦根城築城400年祭推進室内）☎

30-6141、FAX22-1398
E-mail：400th@ma.city.hikone.shiga.jp

国
宝
・
彦
根
城

築
城
４
０
０
年
記
念
事
業

寄
附
の
協
力
の
お
願
い

彦
根
市
で
は
、
平
成
19
年
に
彦
根
城
の
天
守
が
完
成

し
て
４
０
０
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、「
国
宝
・
彦
根
城

築
城
４
０
０
年
記
念
事
業
」
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
事

業
に
は
、
国
宝
・
彦
根
城
築
城
４
０
０
年
祭
と
、
楽
々

園
保
存
整
備
事
業
が
含
ま
れ
ま
す
。

こ
の
事
業
に
賛
同
し
て
い
た
だ
け
る
皆
さ
ん
か
ら
寄

附
金
を
募
り
、
財
源
の
一
部
に
充
て
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
こ
の
寄
附
は
、「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
す

る
寄
附
金
」
に
該
当
し
、
税
制
の
優
遇
措
置
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

ま
た
、
税
制
の
優
遇
措
置
に
関
わ
ら
な
い
募
金
や
寄

附
な
ど
を
い
た
だ
け
る
場
合
に
は
、
国
宝
・
彦
根
城
築

城
４
０
０
年
祭
実
行
委
員
会
で
も
お
受
け
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

事
業
の
趣
旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
き
、
寄
附
に
ご
協
力

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

寄
附
の
対
象
と
な
る
事
業

国
宝
・
彦
根
城
築
城
４
０
０
年
記
念
事
業

①
国
宝
・
彦
根
城
築
城
４
０
０
年
祭

②
楽
々
園
保
存
整
備
事
業

受
付
期
間

平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で

寄
附
の
方
法

彦
根
城
築
城
４
０
０
年
祭
推
進
室
（
市
役
所
３
階
）
ま

で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
納
付
書
を
お
渡
し
し
ま
す
の

で
、
彦
根
市
指
定
・
指
定
代
理
・
収
納
代
理
金
融
機
関

で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

彦
根
城
築
城
４
０
０
年
祭
推
進
室

（
国
宝
・
彦
根
城
築
城
４
０
０
年
祭
実
行
委
員
会
事
務

局
）、
☎
30-

６
１
４
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番
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◆
田
植
え
前
の
強
制
落
水
は
絶
対
に

や
め
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

農
林
水
産
課

☎
30-

６
１
１
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

９
６
７
６
番

事
業
主
の
皆
さ
ん
、
済
み
ま
し
た
か
？

労
働
保
険
の「
年
度
更
新
」手
続
き

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）
の
年
度
更
新
手
続
き
は
、
確
定

し
た
前
年
度
の
保
険
料
と
、
本
年
度

の
概
算
保
険
料
に
つ
い
て
、
申
告
と

納
付
を
行
っ
て
い
た
だ
く
重
要
な
手

続
き
で
す
。

手
続
き
期
間
は
、
５
月
22
日
㈪
ま

で
で
す
。
事
業
主
の
皆
さ
ん
、
期
間

内
の
で
き
る
だ
け
早
い
う
ち
に
手
続

き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
次
の
と
お
り
申
告
相
談
が

実
施
さ
れ
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

日
時
　
５
月
18
日
㈭
、
19
日
㈮
の
午

前
９
時
〜
午
後
４
時

場
所
　
彦
根
労
働
基
準
監
督
署
（
西

今
町
、
彦
根
合
同
庁
舎
１
階
）

問
い
合
わ
せ
先

滋
賀
労
働
局
労

働
保
険
徴
収
室
☎
０
７
７-

５
２

２-

６
５
２
０
番

は
忙
し
い
時
期
で
す
。

こ
の
時
期
、
農
作
業
に
よ
る
濁
水

が
流
出
す
る
と
、
び
わ
湖
の
水
質
を

悪
化
さ
せ
、
魚
な
ど
生
き
物
が
住
み

に
く
く
な
り
ま
す
。「
環
境
こ
だ
わ

り
農
業
」
を
目
指
し
て
、
近
江
米
生

産
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
濁
水

を
流
さ
な
い
農
業
を
実
践
し
ま
し
ょ

う
。

◆
け
い
畔
の
点
検
、
あ
ぜ
シ
ー
ト
を

設
置
す
る
な
ど
を
し
て
、
水
漏
れ

を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

◆
代
か
き
は
浅
水
で
行
い
、
濁
水
を

流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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軽
自
動
車
税
の
支
払
い
が

コ
ン
ビ
ニ
で
も
で
き
ま
す

軽
自
動
車
税
の
お
支
払
い
に
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
も
利
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

利
用
で
き
る
の
は
、
平
成
18
年
度

分
か
ら
で
す
。
納
付
書
を
使
っ
て
支

払
う
人
だ
け
に
利
用
し
て
い
た
だ
け

ま
す
。

利
用
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
は
、
５
月
中
旬
に
お
送
り
す
る

納
付
書
の
裏
に
書
い
て
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
ち
ら
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
市
外
の
店
舗
も
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

な
お
、
納
付
期
限
を
過
ぎ
た
納
付

書
で
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
の
支
払
い
は
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、

固
定
資
産
税
や
市
県
民
税
は
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
支
払
え
ま

せ
ん
。
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
金
融
機

関
な
ど
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
諸
税

証
明
係
☎
30-

６
１
０
８
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
22-

３
０
５
２
番

農
業
濁
水
を
流
さ
な
い
で

田
植
え
前
の
強
制
落
水
は

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う

代
か
き
や
田
植
え
の
時
期
が
近
づ

い
て
来
ま
し
た
。
農
家
の
皆
さ
ん
に

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

ご
利
用
く
だ
さ
い
、
国
民
年
金
の

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
学
生
で
、
前
年
所
得
が
一
定
基
準

以
下
の
と
き
に
は
、
申
請
し
て
承
認

さ
れ
る
と
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。
猶
予
さ
れ
る
期
間
は
、

原
則
と
し
て
、
４
月
か
ら
翌
年
の
３

月
ま
で
で
す
。

対
象
と
な
る
の
は
、
大
学
、
大
学

院
、
短
大
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門

学
校
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
な
ど

に
在
籍
し
て
い
る
20
歳
以
上
の
学
生

で
す
。

猶
予
を
受
け
た
期
間
は
、
将
来
支

給
さ
れ
る
「
老
齢
基
礎
年
金
」
の
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。け
れ
ど
も
、

年
金
を
受
け
取
る
資
格
を
得
る
た
め

に
必
要
な
期
間
（
受
給
資
格
期
間
）

に
は
算
入
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
万
一

の
と
き
に
支
給
さ
れ
る
「
障
害
基
礎

年
金
」
や
「
遺
族
基
礎
年
金
」
の
受

給
資
格
期
間
に
も
参
入
さ
れ
ま
す
。

※
平
成
17
年
度
に
学
生
納
付
特
例
の

承
認
を
受
け
た
人
で
、
平
成
18
年

度
も
引
き
続
き
学
生
で
学
生
納
付

特
例
を
希
望
す
る
人
は
、
改
め
て

申
請
が
必
要
で
す
。

※
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
こ
れ
を
「
追
納
」
と
い
い
ま

す
）。
追
納
し
た
期
間
は
、
保
険

料
を
支
払
っ
た
期
間
と
な
り
、
老

齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ
ま

す
の
で
、追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

た
だ
し
、
２
年
経
過
し
た
期
間
は

当
時
の
保
険
料
に
加
算
金
が
つ
き

ま
す
。

■
申
請
は
市
役
所
で

学
生
納
付
特
例
の
申
請
は
、
保
険

年
金
課
、
支
所
・
各
出
張
所
で
受
け

付
け
ま
す
。
申
請
時
に
は
、
年
金
手

帳
か
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も

の
、
学
生
証
な
ど
学
生
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
書
類
（
本
人
以
外
が
手

続
き
す
る
と
き
は
印
鑑
も
）
が
必
要

で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課
年

金
係
☎
30-

６
１
３
６
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
22-

１
３
９
８
番

平
成
18
年
度
の
年
金
額
は

０
・
３
％
減
額
さ
れ
ま
す

毎
年
の
年
金
額
は
、
物
価
の
動
向

を
表
す
「
全
国
消
費
者
物
価
指
数
」

に
基
づ
き
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
最
近
発
表
さ
れ
た
平
成

17
年
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
が
、

前
年
と
比
べ
０
・
３
％
下
落
し
て
い

た
た
め
、平
成
18
年
度
の
年
金
額
も
、

０
・
３
％
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

引
き
下
げ
ら
れ
た
年
金
額
で
の
支

給
は
、
６
月
（
４
、
５
月
分
）
か
ら

で
す
。

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

受
給
資
格
要
件
の
特
例
措
置
が

延
長
さ
れ
ま
す

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

な
ど
を
受
け
取
る
資
格
を
得
る
の
に

必
要
な
期
間
（
受
給
資
格
期
間
）
は
、

障
害
基
礎
年
金
の
と
き
に
は
障
害
の

原
因
と
な
っ
た
け
が
や
病
気
の
初
診

日
に
つ
い
て
、
ま
た
、
遺
族
基
礎
年

金
の
と
き
に
は
死
亡
日
に
つ
い
て
、

「
そ
の
日
」
の
属
す
る
月
の
前
々
月

ま
で
の
１
年
間
に
未
納
が
な
け
れ

ば
、
本
来
受
給
で
き
な
い
人
に
も
受

給
を
認
め
る
と
い
う
特
例
措
置
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
特
例
措
置
は
、
は
じ
め
は
今

年
の
３
月
で
な
く
な
る
予
定
で
し
た

が
、
さ
ら
に
10
年
間
延
長
さ
れ
、
平

成
28
年
の
３
月
ま
で
続
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
過
去
に
未
納
期
間
が
あ

る
人
も
、
万
一
の
と
き
に
備
え
て
納

付
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
保
険
料
の

納
付
が
難
し
い
人
の
た
め
に
、
保
険

料
を
免
除
す
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

彦
根
社
会
保
険
事

務
所
年
金
給
付
課
☎
23-

１
１
１

６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
８
番

情報
掲示板

情報
掲示板

彦根市青少年育成市民会議賛助金協力者を募集しています

「彦根市青少年育成市民会議」は、各学区や各地区

の青少年育成協議会、青少年育成指導員、警察、教育

関係者などから構成される、青少年の健全育成を目的

とする市民の会議です。ほかにも、子ども会、自治会、

各単位PTAなど青少年の健全育成に関係する団体が

参加し、団体の相互の情報交換や、連絡調整などの役

割をしています。また、青少年の団体やグループの活

動への支援や、活動への参加の奨励、青少年の非行を

防止する活動、青少年の社会環境の浄化を図る活動な

どを行っています。

彦根市青少年育成市民会議は、平成17年度から、広

く市民の皆さんや市内の団体から、賛助金協力者を募

集しています。市民会議の趣旨に賛同する人から賛助

金を募り、市民会議の自主財源として、青少年健全育

成にかかわるいろいろな事業や、啓発資料の作成・配

布に使わせていただきます。賛助金は、１口5,000

円です。協力していただいた皆さんには、市民会議の

活動に関する資料などをお送りして、市民会議の情報

をお知らせします。詳しくは下記までお問い合わせく

ださい。

問い合わせ先 青少年課☎24-7971、FAX23-

9190

平
成
17
年
度
の
﹁
市
民
会

議
・
指
導
員
合
同
研
修

会
﹂
・
作
文
表
彰

内田収入役が再任

内田宏収入役
〈平成14年４月から現職〉

内田収入役は、３月31日に１期

目を終え、４月１日から収入役に

再任し、２期目を勤めています。

宇
曽
川
か
ら
び
わ
湖
に
流
入
す
る

農
業
濁
水
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募　集

１人で外出することが難しい障害児が、学校と家庭以外

での社会経験を積む機会とするため、保護者が中心となっ

て学童保育を実施しています。

この活動を支えるボランティアを募集します。

〈活動内容〉障害児の介助と療育 〈実施日〉水・土曜日（週

２回）〈時間〉 水曜日14：00～17：00 土曜日13：00～

17：00 〈場所〉 水曜日　甲良養護学校（甲良町） 土曜

日　 子ども療育センター、 障害者福祉センター（とも

に平田町）〈応募条件〉15歳以上

（中学生は除く）〈受付時間〉

土・日曜日、祝日以外の8：30

～17：15 〈申込・問い合わせ

先〉 障害福祉課☎27-9981、

FAX26-1767

彦根市障害者福祉推進会議は、彦根市障害者福祉計画の

策定や評価などについて協議する会議です。この会議で彦

根市が今後すすめる障害福祉施策などについて、ご意見や

提案をしていだく委員を募集します。推進会議は１年間に

３回程度開催する予定です。

〈応募条件〉市内に在住し、障害福祉に関心のある18歳以上

の人（高校生は除く）〈募集人数〉２人（応募者多数の場合

は選考）〈任期〉委嘱時から平成20年３月までの約２年間

〈応募方法〉住所、氏名、生年月日、年齢、電話番号と応募

の動機（400字程度）を書いて 障害福祉課へ（郵便、

ファクス、Ｅメールによる募集もできます）〈応募期限〉

４月28日㈮〈応募・問い合わせ先〉 障害福祉課（〒

522-0041平田町594）☎27-9981、FAX26-1767、E-

mail：shogaifukushi@

ma.city.hikone.shiga.jp

〈内容〉市立病院の今後のあり方について懇談していただく

なかで、いただいた意見や提言を病院運営の参考にします。

委員の任期は平成19年３月31日までで、懇談会はこの間に

３回程度開催する予定です。〈対象〉市内在住の18歳以上の

人（高校生は除く）〈募集人数〉２人（退任した委員の補充

のため、今回の募集は２人です。なお応募者多数の場合は

抽選となります。）〈募集期間〉４月15日㈯～同30日㈰〈申

込方法・問い合わせ先〉はがきに住所、名前、年齢、電話

番号と「市立病院懇談会委員応募」と書いて、市立病院企

画経営課（〒522-8539 八坂町1882）☎22-6050（内線

3514）、FAX26-0754へ

〈資格〉20歳以上26歳未満の人※22歳未満のときは、大卒

者（見込み含む）〈受付期限〉５月12日㈮ 〈１次試験日〉５

月20日㈯・同21日㈰（21日は飛行要員のみ）〈問い合わせ

先〉自衛隊滋賀地方連絡部彦根募集事務所（旭町）☎26-

0587

〈募集作品〉青少年の健全育成や非行防止、更生の支援など
社会を明るくする運動にちなんだもの　 はがきに１人

２編以内　 400字詰め原稿用紙５枚以内に縦書き。

文頭に必ず題名を書いてください 〈応募の決まり〉いずれ

も終わりに住所・氏名・電話番号を書いてください 〈対

象〉市内に在住・在勤・在学の人 〈応募期限〉５月19日㈮

必着 〈応募・問い合わせ先〉 教育委員会青少年課（〒

522-0001尾末町１-38）☎24-7971、FAX23-9190

「かぶらの会」は、レクリエーション活動を通して、子

どもたちに仲間づくりや集団活動の楽しさを伝える高校生

のボランティアサークルです。

活動内容　

市内の子ども会などでのレクリエーション指導

毎月第２・第４土曜日午後の

定例会（場所：ひこね市文化

プラザ団体活動室）など

募集対象 市内在住・在学の高

校生

問い合わせ先

教育委員会青少年課
☎24-7971、FAX23-9190

あなたのやりたいことをかたちにしませんか？仲間と計

画、準備し、実行することで、得られる充実感をいっしょ

に味わいましょう。

〈活動内容〉定例会、荒神山清掃活動、フリーマーケット出

店など〈募集対象〉市内に在住、在勤、在学の18歳～30歳

くらいの人 〈申込・問い合わせ先〉 教育委員会青少年課
☎24-7971、FAX23-9190、彦根市青年団協議会（北川

方）☎090-9048-8593（18：00以降）
E-mail：hikonesiseinendan@mail.goo.ne.jp

滋賀県では、姉妹州であるアメリカ合衆国ミシガン州へ

県民による使節団を派遣し、一般家庭での生活体験などを

通じて国際理解・親善を深めます。

〈派遣期間〉７月21日㈮～同29日㈯〈派遣先〉ミシガン州内

の都市（５泊のホームステイを予定）〈参加資格〉市内在住

の18歳以上の人（高校生は除く）で、健康で団体活動に協

調できる人　※70歳以上の人は、派遣に耐え得ると判断

できる医師の診断書が必要で

す〈参加負担金〉221、000円

程度 〈申込期間〉５月10日㈬

までの土・日曜日、祝日を除

く毎日〈申込・問い合わせ

先〉 市民交流課☎30-6113、

FAX22-1398

作文

標語

高校生ボランティアサークル「かぶらの会」

障害児児童クラブボランティア

第16回滋賀県ミシガン州友好親善使節団員

彦根市青年団協議会メンバー

自衛隊　幹部候補生

標語と作文　第56回「社会を明るくする運動」

彦根市障害者福祉推進会議委員

彦根市立病院懇談会委員

福
祉
の
向
上
と
、
人
権
教
育
・
啓
発
の

た
め
の
住
民
交
流
の
拠
点
施
設
で
あ
る

「
彦
根
市
地
域
総
合
セ
ン
タ
ー
広
野
会
館
」

は
、
施
設
の
老
朽
化
の
た
め
、
現
在
改
築

工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
５
月
上
旬
の
完

成
を
前
に
、
新
し
い
施
設
の
愛
称
が
決
ま

り
ま
し
た
。

新
し
い
施
設
は
名
称
が
「
彦
根
市
地
域

総
合
セ
ン
タ
ー
人
権
・
福
祉
交
流
会
館
」

に
変
わ
り
、
地
域
に
開
か
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
人
権
課
題
の
解

決
の
た
め
の
各
種
の
相
談
事
業
や
、
教

養
・
文
化
活
動
、
研
修
、
啓
発
活
動
の
事

業
を
展
開
し
ま
す
。

施
設
の
愛
称
に
つ
い
て
は
、
た
く
さ
ん

の
市
民
の
皆
さ
ん
が
、
広
く
利
用
し
親
し

み
を
感
じ
る
施
設
に
す
る
た
め
に
、
市
民

の
皆
さ
ん
か
ら
募
集
し
ま
し
た
。
決
定
し

た
「
Ｗ
Ａ
っ
と
ね
す
春
日
」
は
、
応
募
の

あ
っ
た
２
０
０
点
以
上
の
作
品
の
な
か
か

ら
、
選
ば
れ
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先

人
権
政
策
課
☎
30-

６
１
１
５
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番 ▲彦根市地域総合センター「ＷＡっとねす春日」
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健康管理だより

高た
か

橋は
し

花は
な

季き

ち
ゃ
ん

︵
新
海
浜
一
丁
目
︶

荒あ
ら

木き

智と
も

也や

ち
ゃ
ん

︵
野
良
田
町
︶

別べ
っ

府ぷ

航こ
う

輝き

ち
ゃ
ん

︵
後
三
条
町
︶
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※臨時の収集については、早めにお申し込み

ください。（臨時の収集は、原則として毎

週火・金曜日に実施します。）

※収集の状況によって、収集日は３日程度前

後することがありますが、ご了承ください。

※収集のときは、バケツ１杯の水をご用意く

ださい。

※駐車場での駐車時間は、30～40分間です。

５月前半

１日㈪

２日㈫

８日㈪

９日㈫

１０日㈬

１１日㈭

１２日㈮

幸、松原一丁目、松原二丁目、松原（四ッ川）、野田山、正法寺、
地蔵、原（原西団地）、西沼波（東部）、本町一丁目、本町二丁目、
本町三丁目、銀座、中央（第１・４部）、芹橋一丁目、芹橋二丁
目（河原二丁目の一部を含む）、三津

幸、芹、安清、外、里根、野田山、正法寺、地蔵、西今、平田
（大沢）、開出今蔵の町団地、八坂東団地、三津、海瀬

里根、外、戸賀、小泉、山之脇、開出今蔵の町団地、八坂東団地、
野瀬、西今、三津、海瀬

後三条（下）、芹川、馬場一丁目、馬場二丁目、長曽根、八坂北、
開出今団地（第１・３部）、大薮、開出今、西今、三津屋

中央（第２・３部）、立花、金亀、尾末、大藪、城町一丁目、城町
二丁目、栄町一丁目、栄町二丁目、池州、開出今、西今、三津屋

京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、元、船、旭、中藪一丁目、
中藪二丁目、中藪、長曽根南、甘呂、宇尾、須越、開出今

京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、佐和、大東、錦（第１
部）、和田、平田（大沢を除く）、甘呂、宇尾、須越、八坂

日・曜日 駐　　　　　車　　　　　場 時　間

巡回日程【５月前半】

図書館休館日
１日(月) 、３日(水・祝)、
４日(木・休)、５日(金・祝)、
８日(月)

９日㈫

10日㈬

２日㈫

11日㈭

12日㈮

13日㈯

太 平 団 地
東 山 会 館
湖 上 平 団 地 堤 医 院 前

葛 籠 町 公 民 館
高 宮 地 域 文 化 セ ン タ ー
Ｂ Ｓ ア パ ー ト ２ 号 棟

宮 田 町 山 田 神 社
J A東びわこ鳥居本支店駐車場
鳥 居 本 高 根 団 地
小 野 こ ま ち 会 館

清 崎 町 ば ん ば
J A 東 び わ こ 本 店 前 駐 車 場
河 瀬 地 区 公 民 館

多 景 保 育 園 横
長 曽 根 町
彦 根 ニ ュ ー タ ウ ン 中 央 部

楡 公 民 館
昭 和 ア ル ミ 茂 賀 ハ イ ツ
広 　 野 　 会 　 館

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

５月前半

終了しました　　住宅リフォーム促進事業
彦根市内の産業の活性化と、雇用の確

保を目的として、平成14年度から４年

間にわたって実施してきた「緊急雇用対

策彦根市住宅リフォーム促進事業」は平

成17年度で終了しました。今年度の募

集はありません

問い合わせ先　 商工課☎30-6119、

FAX22-1398
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児
童
手
当
と
は
？

児
童
手
当
は
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

（
養
育
者
）
に
、
家
庭
生
活
の
安
定
と
、
児
童

の
健
全
な
育
成
や
資
質
の
向
上
に
役
立
つ
よ

う
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
彦
根
市
で
は
、

保
険
年
金
課
な
ど
の
窓
口
で
申
請
し
、
毎
年

６
月
に
「
現
況
届
」
を
提
出
す
れ
ば
、
支
給

さ
れ
る
理
由
が
な
く
な
る
ま
で
６
月
、
10
月
、

２
月
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
さ
れ
る
額
は
、
第
１
子
、
第
２
子
が

１
人
に
つ
き
月
額
５
、
０
０
０
円
、
第
３
子
以

降
は
１
０
、
０
０
０
円
で
す
。

支
給
を
受
け
る
に
は

児
童
手
当
は
、
養
育
者
か
ら
の
申
請
が
な

い
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
支
給
の
要
件
（
下

を
ご
覧
く
だ
さ
い
）
を
満
た
す
と
思
う
人

は
、

保
険
年
金
課
、
支
所
・
各
出
張
所

（
公
務
員
の
人
は
勤
務
先
）
に
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
養
育
者
の
住
所
が
市
外
に

あ
る
と
き
は
、
住
所
地
の
市
区
町
村
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
す
る
と
、
原
則
と
し

て
申
請
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま

す
。申

請
に
は
、
年
金
加
入
証
明
、
所
得
証
明

書
、
住
民
票
な
ど
の
書
類
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▼
年
金
加
入
証
明
は
、
養
育
者
が
厚
生
年

金
・
共
済
年
金
に
入
っ
て
い
る
と
き
に
必

要
で
す
。

▼
平
成
17
年
１
月
１
日
に
、
ほ
か
の
市
区
町

村
に
住
所
が
あ
っ
た
養
育
者
は
、
そ
の
市

区
町
村
の
発
行
す
る
、
平
成
17
年
度
（
平

成
16
年
中
の
所
得
）
児
童
手
当
用
所
得
証

明
書
が
必
要
で
す
。

▼
養
育
し
て
い
る
児
童
が
、
ほ
か
の
市
区
町

村
に
住
所
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
児
童
の

属
す
る
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し
が
必

要
で
す
。

▼
そ
の
ほ
か
に
も
、
書
類
が
必
要
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
申
請
時
に
窓
口
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

制
度
が
拡
大
さ
れ
ま
す

法
立
が
改
正
さ
れ
、
平
成
18
年
４
月
か
ら

児
童
手
当
制
度
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。
今
回
の

拡
大
に
よ
り
、
支
給
の
対
象
と
な
る
児
童
が
、

小
学
６
年
生
を
終
え
る
ま
で
（
正
確
に
は
、

12
歳
に
な
る
年
度
を
終
え
る
ま
で
）
に
拡
大

さ
れ
ま
す
。
併
せ
て
所
得
制
限
が
緩
和
さ
れ

ま
す
。
改
正
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

「
広
報
ひ
こ
ね
」
な
ど
で
改
め
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　

保
険
年
金
課
☎
30-

６

１
３
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番


